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【ごあいさつ】  

「ＪＡかとり」では現在、組合員の皆様へのタイムリーな情報提供や、活動内容を紹介するため、経

済渉外担当を中心に定期的な訪問活動を行っております。是非「営農情報」をご覧頂き、ご意見ご要

望がありましたら、担当職員へどしどしお申し付け下さい。 

重要なお知らせ 

JAかとり農業経営継続支援金のご案内 

 JAかとりでは、組合員の皆様の農業経営の安定化、持続的な事業継続を支援するため、JA独自の

対応として「農業経営継続支援金」の緊急支援を実施いたしました。 

 この支援対策は、次のいずれかの要件を満たす方を対象に組合員世帯を単位として支援金を支給さ

せていただくもので、令和 4年 12月 22日（木）にお取引口座へ振込させていただきましたのでご案

内申し上げます。 

① 令和 3 年度に販売品の JA への出荷実績があり、かつ、令和 4 年度に販売品の出荷があること、

もしくは令和 4年度の出荷が確実に見込まれる生産者 → 1世帯当たり 30,000円 

② 上記①の販売取引はないものの、令和 4 年度における農業生産にかかる必要な購買取引の合計額

が 20万円以上の生産者 → 1世帯当たり 15,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

≪土壌分析内容≫ 

 ⅰ 園芸・果樹分析：１０分析   （担い手生産者：1点 330円 一般 1点 1,100円） 

   「pH、EC、石灰、苦土、加里、リン酸、CEC、硝酸態窒素、腐植、塩基バランス」  

 ⅱ 水田分析   ：１０分析    （担い手生産者：1点 330円 一般 1点 1,100円）                   

   「pH、EC、石灰、苦土、加里、リン酸、CEC、アンモニア態窒素、腐植、ケイ酸」 

 ⅲ 園芸果樹追加セット： （1点 550円） 

「アンモニア態窒素、リン酸吸収係数」 

 ⅳ 微量要素分析：  （1項目 1,100円） 

「ホウ素、マンガン」 

  （土の取り方） 

１． 代表的な圃場の対角線上 5か所の土を採取し、 

よく混ぜ合わせてください。 

２． ワラやごみを取り除き、直射日光はさけて乾燥させてください。 

３． 乾燥後、土の塊を砕いて約 200ｇを土壌診断専用封筒に 

入れて提出して下さい。 

～圃場の健康度チェックを行い、土壌診断結果に基づいた土づくりを！！～ 

 

                                                

《全戸一斉土壌診断運動実施中》 

☆あなたの圃場“メタボって”いませんか？ 

 

専用封筒 

ⅰ、ⅱについては 

担い手生産者につき 

1点 165円 

で実施できます！ 

期間：3月 31日まで 



 

 

別紙にて「かとりの恵」、各給油所新春キャンペーンのご紹介をしております！ 

是非ご確認ください！ 

 

 

《輸出拡大に向けた取り組みについて》 

○べにはるかの出荷がいよいよ本格的に始まります。 

 本年度も輸出拡大に向けた取り組みを行ってまいります。 

 コンテナ土付き(べにはるか)での買取を行っておりますので、ご協力をお願い致します。 

 (土付きＭ・Ｓサイズとなります) 

《買取品について》 

○下記品目の買取を行っておりますので、詳細は各センターへ問合せ願います。 

 ＊加工人参 ＊加工用ネギ 

 

《iDeCo【個人型確定拠出型年金】のメリット 3つの税制優遇処置》 

～税の優遇を受けながら資産形成できる年金制度です～ 

① 拠出時 掛金の全額が所得控除されます！ 

 

② 運用時 運用益も非課税で再投資されます！ 

 

③ 受取時 受け取るときも税制優遇処置があります！ 

※詳しくはお近くの JAかとり支店窓口までお問い合わせ下さい。 

                                      

 

 

《終身共済のご紹介》（低金利時代の強い味方・万一保障と資産形成を同時に叶える） 

ポイント１ ご加入と同時に一生涯にわたって、死亡はもちろん 

所定の第一級後遺障害の状態・所定の重度要介護状態に備えられます。 

 

ポイント２ 年金支払以降特約により、積立金等を年金としても受け取れます。 

また、まとまった資金が必要な場合には、積立金を活用できます。 

 

ポイント３ 共済金払込免除制度により、災害はもちろん病気で所定の障害状態になられた場合 

でも、次回以降の共済金はいただきません。 

 

ポイント４ 払込終了までの各年度について、お払い込みいただく共済掛金の一定額に対して所得

控除を受けられます。また、一般生命保険料控除にも活用いただけます。 

 

ポイント５ 健康状態によってはご加入いただけないこともありますので、健康なうちのご検討を

お勧めします。 

※お問い合わせは各支店共済窓口まで！ 
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